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【問合先】学校教育課　　0978-73-0066

コロナ禍における運動への愛好度を高める取り組み
～令和２年度・生活習慣等調査結果から～

　本年度の「大分県体力・運動能力、運動習慣等調査」に関しては、小学校５年生と中学校２年生の質問紙調

査のみの実施となりました（全国調査は中止）。

　この調査を踏まえながら、市のコロナ禍における運動への愛好度を高める取り組みをご紹介します。

【調査結果と課題】

　市の小中学生の運動や生活習慣は比較的良好といえます。課題としては、①小学校女子の「運動への愛好

度」の肯定率が低いこと、②朝食の有無や睡眠時間については年々改善が見られるものの、十分確保できてい

ない児童生徒もいること、の２点が挙げられます。

【市内学校での取り組みについて】

　運動への愛好度を高めながら、体力の向上や生涯にわたる健康づくりにつなげるため、各学校で取り組みを工

夫していきます。また、体育専科教員配置校（伊美小学校）と中学校体力向上

推進校（国東中学校）では、コロナ禍の中でも児童生徒の運動への愛好度が

高まる授業を行っています。

　伊美小学校では、荒木茂体育専科教員がテニピン（テニスを基にした室内

競技）の授業を公開しました。身体接触が少なく、用具の共用も不要な点がコ

ロナ禍に対応したスポーツであるとして注目されています。荒木教員は、新採

用の先生たちに対して、体育の授業に関するアドバイスも行っています。

　国東中学校では、西村光博体育推進教員がバドミントンの授業を公開しまし

た。バドミントンもテニピンのように身体接触が少なく、コロナ禍に対応したス

ポーツとして注目されています。技術の向上のために、ペアやグループで上達

したことや今後の課題などを発表し合う様子が公開されました。

　市教育委員会では、保護者の皆さまとの連携も大切であると考えています。

学校での取り組みに加え、家庭での運動習慣・基本的生活習慣の確立を図る

ための取り組みについて、ご協力をお願いします。

※　　　は、国東市の平均が県平均を上回っているもの（同数含む）
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令和２年度・生活習慣等調査の結果（国東市平均と県平均の比較）

テニピン授業（伊美小）

バドミントン授業（国東中）

人権シリーズ　vol.176

「アウティング（暴露）」は許されません

国東市内の人権擁護委員をお知らせします

　昨年１１月２９日のある新聞に「東京都の会社に勤務していた２０代男性社員の性的指向を、上司が勝手に

アウティングした。これにより男性に精神的苦痛を与えたとして会社が謝罪し、解決金を支払うことで和解し

た」という記事が掲載されていました。

　「アウティング」という言葉は、特に性的マイノリティー（同性愛者・両性愛者・性同一性障がい者などの少

数派の方）に関連して使われ、「本人の了解を得ずに第三者に秘密を暴露する」ことを意味します。暴露され

た人は、知られたくない自分のプライバシーを身の回りの人たちに知られることにより、精神的に深く傷つくこ

とになります。あなた自身の思い込みや価値観による発言や行動は、たとえ相手のためと思っても、本人の了

承を得ずにその秘密を他人に伝えることは、重大な人権侵害になるのです。

　アウティングは決して許されないものであり、当事者の立場になって考え、その人の意思を尊重することが

大切です。

（文責：人権啓発・部落差別解消推進課　金林）

　令和３年１月１日付けで法務大臣から人権擁護委員に委嘱されましたのでご紹介します。

　任期は令和５年１２月３1日までの３年間です。

【新任】　時枝　由美さん（武蔵町）

　大分地方法務局杵築支局では、人権擁護委員による電話や面談での人権相談を受け付けています。

　相談は無料で秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。

　毎週木曜日、午前９時～午後４時まで　　0978-62-2271

　※上記曜日以外にも、法務局職員による人権相談を随時受け付けています。

【問合先】人権啓発・部落差別解消推進課　　0978-72-0354

国見町

藤原　和彌

伊美　哲二

田本ひとみ

国東町

橋本　素子

中井　成美

丹羽　秀道

一丸　久子

志丸惠美子

武蔵町

岩光　　侃

時枝　由美

有次　久恵

安岐町

髙橋　信也

宮崎　　幸

服部　伴夫

藤原　康子

人権擁護委員（令和３年１月１日現在、敬称略）
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